
令和２年度８月教育委員会 会議録 

開 催 日 時 令和２年８月２６日（火） 14:00～15:30 

開 催 場 所 早島町町民総合会館 集会室 

出席

者 

委   員 
徳山順子教育長、大森茂委員、竹井成範委員、綾野克紀委員、栗坂

祐子委員 

事 務 局 
黒木克美生涯学習課長、水玉匠紀学校教育課長、猪木浩二課長補佐 

石原知子主幹 

会 議 次 第 

１ 開会 

教育長あいさつ 

 ２ 議事・報告案件  

（１）熱中症および感染症対策について 

 （２）新型コロナ対応臨時交付金事業について 

 （３）早島町公民館規則の改正について 

 （４）その他 

３ 連絡 

会 議 資 料 

 

傍 聴 者 なし 

会議録作成者 石原 知子 

会議内容 

１ 開会 

教育長あいさつ 

 ８月１８日から小・中学校がスタートしたが、簡易給食と午前授業であった。２４日か

らは 1日授業となり、学校給食もスタートし、本格的に２学期が始まったところである。

夏季休業中には、小中学校トイレの洋式化工事と小学校駐車場の工事、大容量ネットワー

クの構築等を行っている。熱中症対策としては、ミストシャワー、ネッククーラーなどの

対策を行っているが、残暑も厳しく、児童生徒には体調管理を各自でできるようご家庭で

の協力や教員の配慮についてもお願いしているところだ。詳細は議事・報告で説明する。 

  

２ 議事・報告案件 

（１）熱中症および感染症対策について 

教育長：  ネッククーラーの着用や日傘（雨傘）の活用、水分補給の自己管理、カバンの

荷物の軽量化など。登校後は、ミストシャワーを浴びて、早めに教室のクーラ

ーをつけ、児童生徒を迎えている。今年は残暑が厳しい中で、長距離を歩いて



下校する児童に対して、体調等でお困りがあれば、下校時のコミュニティバス

の使用を３１日まで許可している。２０名程度の申し込みがあった。24日は、

１か所、数名がバスに乗れず１時間後のバスになり、学校で宿題をして１時間

後のバスを待ったので、２５日からは、数名なのでジャンボタクシー１台で可

能だということで、その利用を行った。バスの乗車・降車や、車内での過ごし

方については、マナーを守り、ご迷惑をおかけしないよう、学校で指導してい

るが、ご家庭でもお話をしていただくようご協力をお願いしている。 

感染症対策については、「学校の新しい生活様式」（Ver.3）を学校園に示し、

注意喚起を行っているが、マスク着用や消毒にもだいぶ慣れてきており、定着

ができつつあると感じている。また、学校の臨時休業の判断については、対応

策を作成し、だれでもが感染症にかかるという認識のもと、教育委員会として

は状況によって異なるが、まずは１日～３日を目途に対応していきたいと考

えている。 

マスクについては、熱中症などの健康被害が発生するおそれがある場合や、気

温や湿度などが高い場合にはマスクをはずすよう明記し、感染予防と熱中症

予防の両方を鑑みて指導を行っている。 

修学旅行については、中学校は４月の沖縄を変更し８月の熊本を検討してい

たが、状況等を見極め、中止とさせていただき、代替案として県内の日帰りを

考えている。小学校は、１０月の京都を変更し、２月に高知への修学旅行を考

えている。 

G Suite for Educationについては、小・中学校ともに、全児童生徒にアカウ

ントを作成するようご家庭に協力をお願いしたところだ。臨時休業した場合

や警報時等に、ICTでホームルームや健康チェック、課題等の指示ができるよ

う、これから実際に試行していきたい。 

 

（２）新型コロナ対応臨時交付金事業について 

教育長： 新型コロナ対応臨時交付金事業については、教育委員会から７つの事業を提案

している。小中学校における感染症対策のための物品購入、小中学校の３密対

策、小中学校修学旅行キャンセル料の支払い、オンライン学習推進のための機

器の整備、小学校特別支援学級３密対策事業、夏季休業短縮に係る登下校等の

熱中症対策、社会教育施設安全・安心確保事業である。 

大森委員：非接触型体温計が、一つ２１，７８０円は高いように感じるがどうか。 

教育長： 毎日活用するものであり、よいものを長く使用できるように選んでいる。 

綾野委員：温度計か体温計かによって値段は大きく変わる。 

大森委員：国の予算の使い方をよく考えなければいけない。 

教育長 ：予算は適切に活用すべきであり、有効に活用していきたい。事業についてはよ



いか。 

全委員 ：了承した。 

 

（３）早島町公民館規則の改正について 

黒木課長：休館や臨時休業の閉館についての規則を一部改正した。 

大森委員：事前に閉館が決まっている場合は、しっかりと広報してほしい。 

教育長： 工事等で事前に閉館が決まっている場合は、早めに広報を行っている。 

     公民館規則の改正についてはよいか。 

全委員： 了承した。 

 

（４）その他 

   スタインウェイピアノ等使用料の見直しについて 

小野課長補佐：使用料の改定について、平成１８年度以降料金の改正を行ってこなかった

が、料金の改正（実質の値上げ）について検討していきたい。町外の施設と比

べても、現在の早島町は、大変安く設定している。ピアノについては、前回の

ご意見では、３区分に分けた方がよいとのことだったが、再度、説明を聞いて

ご意見を伺いたい。１日利用としてはどうか。 

栗坂委員：利用している立場から言うと、区分があるほうが良いと思う。区分を設けたほ

うが使用しやすい。 

大森委員：他市町村と比べると安価であることには間違いない。 

栗坂委員：秋の芸術シーズンは、会場を取りたい団体が重なるので、３区分で使用できる

ほうが使いやすい。 

綾野委員：朝だけ使っても８，０００円、一日使っても８，０００円となると権利のまた

貸しのように思えるので、基本料金も区分ごとに明確にしたほうが良いので

はないか。 

大森委員：ピアノの調律についてはどうしているのか。 

黒木課長：ゆるびの舎は、定期的に調律をしているが、利用者が使用前に調律することも

ある。 

綾野委員：付属設備については、区分ではなく１回当たりというところもあると思う。 

     町外の方への加算費は、なぜなくすのか。 

小野補佐：平成１８年に改定を行い、町外加算はなくなった。広域利用していただこうと

いうことで、町外加算はなくしている。 

綾野委員：１日１回という表記が混乱を生むのではないか。 

教育長 ：皆様の意見を参考に、担当課で再度検討する。多くのご意見をいただき、あり

がたい。 

 



（４）その他 

教育長： コロナウイルス感染症に対する差別・偏見や、これからの新しい生き方につい

て、熟議を８月 1日に行った。小・中・高校生と大人との熟議で、子どもたち

が大活躍し、活発な意見交流会となった。新聞社や放送局などの取材もあり、

町内外へ発信することができた。次回は１２月に行う予定であり、ご都合がつ

けば、ぜひ皆様にも参加していただき、子どもたちの声を聴いていただきた

い。 

     幼稚園の始業式は、９月１日である。小中学校では、２学期の土曜参観日があ

るので、ぜひご参加いただきたい。９月５日の中学校土曜参観日では、中学２

年生を対象に English Dayを行う予定である。小学校は９月２６日である。 

    

・９月教育委員会 ９月２９日（火）１５時～１７時  

早島町民総合会館 ２階 集会室 

 


